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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 
１．地域、地域小規模事業者、当会の現状 

鳩ヶ谷商工会管内である川口市鳩ヶ谷地域は埼玉県南東部に位置し、平成 23 年、地理的かつ産

業・経済的に関連の深い川口市・鳩ヶ谷市の 2市の合併により誕生した。現在は旧川口市地域を川口

商工会議所が管轄し、当会は旧鳩ヶ谷市地区の管轄を行っている。当会管轄の鳩ヶ谷地域は面積

6.22ｋ㎡に地区人口 63, 610 人（平成 27 年）と人口密集地となっている。 

当地域の歴史では、鎌倉時代に鎌倉と奥州を結ぶ鎌倉街道中道が通り、交通の要衝として栄え、

江戸時代に入ると徳川将軍が日光東照宮に参拝するための街道である日光御成道の宿場町（鳩ヶ谷

宿）として大きく発展した。さらに明治に入ると、街道では毎月３と８の付く日に三八市が開かれ、織物

買継商や米穀問屋が軒を連ねるなど埼玉県内屈指の商業地域として賑わいを見せていた。当会で平

成 23 年に実施した調査では、当地域において大正初期以前から創業している「１００年企業」は、１８

社存在しているなど歴史ある事業者も多い。 

しかしながら、大型店の進出や消費者ニーズの変化、地下鉄開通に伴うベッドタウン化による工場

等の移転などにより、当地域における商工業事業者は小規模事業者を中心に年々減少しており、売

上不振や後継者不在を要因とした廃業数が創業数を大幅に上回っている状態となっている。 

当会は昭和 36 年に設立し、これまで地域に密着した経済団体として、小規模事業者に対する金

融、税務、労働等の支援を行う経営改善普及事業や商店街・工業部会・青年部など集団指導および

地域振興事業を中心に支援を行ってきた。 

 

【 数値から見た当地域小規模事業者の現状 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 人口・世帯数推移 

当地域においては、東京都に隣接しており平成 13 年には都心直結の地下鉄が開通した利便性と

駅周辺の整備がされ住環境が向上したことにより、人口においては平成 18 年 59,975 人から平成 24

年 62,813 人と＋4.7%となり、世帯数においても平成 18 年 24,232 世帯から平成 24 年 27,133 世帯と
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24,232 27,133 112.0%
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76.8% 76.1%

総人口

鳩ヶ谷地区

世帯数

（当地区小規模企業者率）

（県全域小規模企業者率）

埼玉県全体商工業者数

（うち小規模企業者）

業
種
別
事
業
所
数

地区全体商工業者数

（うち小規模企業者）

 



- 2 - 

 

＋12%で推移した。市の基本構想による人口推計では平成 32年にピークを迎え、以降はなだらかに減

少することが見込まれており、人口に占める 65 才以上の高齢化率においては平成 17 年 14.8%、平成

27 年 22.4%から平成 37 年 24%と年々上昇すると推計されている。 

 

（２） 地域商工業者数 

当地域全体の商工業者数は平成 18年 2,264社から平成 24年 2,053社と－9.3%となった。これは、 

埼玉県全体平均の－2.3%に比べ大幅な減少となっている。 

 

（３） 地域商工業者数のうち小規模企業者数 

当地域における小規模企業者割合は平成 24 年 84.9%と埼玉県全体における小規模企業者割合 

76.1%に比べ、大幅に高く、当地域は小規模企業者が占める割合が非常に高い地区である。 

また、当地域全体の小規模企業者数は平成 18年 1,948社から平成 24年 1,742社と－10.6%となっ

た。これは、埼玉県全体平均の－3.3%に比べ大幅な減少となっている。 

 

（４） 地域における業種別事業所数 

①商業・卸売業：平成 18 年 536 社 → 平成 24 年 484 社、前回調査比－9.7% 

 (大型店の進出、消費者ニーズの変化による売上・顧客数減少に伴い減少した。当地域の顔となって

いる業種であるが、経営者の高齢化かつ後継者不在が多く、今後も減少が懸念される業種である。) 

②製造業：平成 18 年 553 社 → 平成 24 年 421 社、前回調査比－27% 

（鋳物・機械の町川口に隣接していた為、加工業を中心に栄えていたが、生産拠点の変化、高速道路

の発達、工業地域における住環境の進出などの環境変化に伴い、大幅に減少した。後継者不在が多

く、設備導入といった投資も不足している。） 

③建設業：平成 18 年 437 社 → 平成 24 年 319 社、前回調査比－21% 

（地場工務店を利用した住宅着工数の減少、公共事業の減少に伴い、大幅に減少した。売上は計上

しているが資金繰り面で体力不足の事業所も多くみられる。一方、後継者は比較的多くまた、建築設

備業関係を中心に新規創業者は増加している。） 

④サービス業：平成 18 年 674 社 → 平成 24 年 790 社、前回調査比＋17.2% 

（人口の増加に伴い、チェーン店も含め飲食業・美容業・介護事業等が開業し、大幅に増加した。現

在も駅近隣、商店街等においても新規創業者が増加している。一方、事業計画の策定不備、地域の

消費者ニーズ・需要動向等を捉えきれず創業５年未満での廃業も多い。） 

 

（５）当地域商工業者および当会の課題  

①高度経済成長期を支えた 60～70 歳代の経営者が、経営状況や後継者不在により、廃業を選択す

る割合が年々増加し、小規模事業者を中心とした商工業者数の大幅な減少が発生している。 

②小規模事業者の大幅な減少に伴い今後、地域産業の空洞化が発生し、地域住民の暮らしや他の

小規模事業者へ悪影響といった負の連鎖が起こりうる。 

③当地域の 84.9%が小規模事業者であり、人手不足等から事務能力が不十分である。また時間的余

裕がないため、事業計画書策定に手が回っていない状況にある。 

④チェーン店の増加により、当会員数においても平成 18 年の 1,620 会員から平成 26 年は 1,335 会

員に減少するなど地域間の連携および地域活性化において今後の課題を抱えている。 

⑤交通等の利便性の向上に伴うベッドタウン化や近隣における大型店の進出に伴い、消費者動向等

において、大きな変化が見られるが対策を取れていない。 

⑥職員数・スキル・経験等の不足により当会単独で全ての支援を行うことは難しい状況にある。 

 

（６）地域商工業者および当会の機会  

①市の基本構想では地域人口において、平成 32 年まで人口の増加が予測されており、以降の人口
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減少においても比較的緩やかな減少予測であり、今後も地域消費者人口は多い。 

②老年人口の増加や変化し続ける消費者ニーズなど時代に応じた経営戦略をとれば、当地域の既存

事業者は継続的発展が可能である。 

③創業支援において川口市が産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受け、当会

も創業支援事業者になっていることから、連携を図り、各業種において積極的支援が可能である。 

④平成 26 年に市内で実施した独立開業セミナーにおいて、女性の参加者割合が約 30%と女性の開

業希望者が多く存在する。 

⑤2020 年東京オリンピックや外国人観光客の増加に伴い、建設業・工業はもとより、東京都に隣接し

た立地を活かし、商業・サービス業においてもビジネスチャンスがある。 

⑥当地域の日光御成道や近隣の植木などといった地域資源を活用することで、新たに外部から人を

呼びこむことが可能である。 

⑦都心部でありながら既存地域住民のコミュニティ意識が高く、新規事業を行う際に連携協力が得ら

れやすい状況にある。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．当会の中長期的な振興のあり方、振興理念 

 

【 当会の振興理念 】 

「地域に次の１００年企業を育てることを目標に共に歩む」 

 
平成 23 年に当会で実施した「100 年企業」調査では、100 年企業 18 社のうち、9 社が 100 年前と

業態を変えていた。業態を変えていない例では、「茶販売店・酒類販売店・青果販売店・魚介類販売

店・日本そば店」などがあり、逆に業態を変えた例では、「糸商店から洋品販売店」「旅館から鰻割烹

店」「染物店から寝具店」「油小売店から船舶販売店」などであった。これらは、時代の流れや消費者

ニーズの変化に柔軟に対応し、各社の強みを活かした業態に変革していたのである。 

さらに当地域に長く続く企業を分析すると、「家訓や社訓などの経営理念や経営方針を持ち、代表

① 歴史ある街と企業 ① 地域内事業所数の減少

② 地域間のコミュニティ力の高さ ② 地域内事業所の高齢化

③ やる気ある経営者の存在 ③ 地域内事業所の後継者不足

④ 理解ある地区リーダーの存在 ④ 小規模企業者率の高さ

⑤ 事業所数が増えている業種の存在 ⑤ 小規模企業者の代表者に係る負担割合

⑥ 特産品、新商品に取組む事業者の存在 ⑥ 自社の経営状況の認識不足

⑦ 不況を経験した経営者の意識向上 ⑦ 地域内事業所の経営計画作成率の低さ

⑧ 多岐にあたる機関との連携 ⑧ 地域経済動向の把握不足

⑨ 多種に渡る業務対応力 ⑨ 新事業に対する職員のスキル不足

⑩ 全国に繋がるネットワーク ⑩ 情報発信能力の低さ

① 地区における人口が増加中 ① 地域内における産業の空洞化

② 交通網（鉄道、高速道路）の利便性 ② ネットでの地域外からの事業進出

③ 市内県内等における展示会等の開催数増加 ③ 地域内における商業地・工業地の住宅地化

④ 若者・女性を中心とした創業希望者の多さ ④ 都内を中心とした地域外消費の多さ

⑤ 行政一体となった日光御成道の観光資源化 ⑤ 少子化による従業員確保の難しさ

⑥ 地区におけるテレビ・雑誌等、マスコミ取材が年々増加 ⑥ 個人消費の低迷

⑦ 行政の小規模事業者に対する支援メニューの増加 ⑦ 消費者志向（需要動向）の多様化

⑧ 東京オリンピック開催に向けた波及効果 ⑧ 事業廃止に伴う会員数の減少

⑨ 景気復活傾向に対する期待感

＊当地域商工業者および当商工会のＳＷＯＴ分析

（強み） （弱み）

機会 脅威

≪内部環境≫

≪外部環境≫
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者から後継者へと代々受け継がれてきた（ヒト）」、「品質にこだわったブランド価値、磨き上げてきた技

術がある（モノ）」、「財務状況を中心に自社の経営状態を的確に捉えている（カネ）」、「市場の動向に

アンテナを張り、消費者のニーズを的確に捉えている（情報）」といった一定の特徴が見受けられる。地

域の１００年企業は、時代の変化や消費者のニーズに合わせ、自社でＰＤＣＡ機能を働かせ、事業計

画を立案し、実行してきたのである。 

現在、後継者不在や業績不振を理由に事業の廃止を選択する小規模事業者が年々増加している

が、当地域には若い人材や立地環境条件など十分なチャンスは眠っている状態であると考える。そこ

で、「地域の現状」「地域の課題」「地域の機会」を鑑み、伴走型支援を通じ当会が掲げる振興理念は

「地域に次の１００年企業を育てることを目標に共に歩む」こととする。 

また、当会の果たす役割として、既存小規模事業者に対し、これまでの経営改善普及事業から踏み

込んで、消費者ニーズの多様化に対応すべく、小規模事業者独自の技術やサービス等強みを活かし

た付加価値の高い商品・サービスの開発、戦略的な販路開拓、将来を見据えた人材育成等において

支援を行い、小規模事業者が継続的発展できるよう寄り添った支援を行う。 

同時に減少を続けている小規模事業者数を増加させるため、若者・女性を中心に創業支援に力を

入れ、創業希望者の発掘、創業計画書策定支援から策定後のフォローアップまで開業後も地域に定

着し、事業を継続的発展させるための伴走型支援を行う。 

 

３．経営発達支援事業計画における事業方針、目標 

 

（１）事業方針 

 川口市総合計画の「地域経済基盤づくり」では、基本方針として、 

「企業の経営基盤の強化を支援し、さらに市産品のブランド化や販売促進に力を注ぐことで市内産業

の経済活動を活発化します。」 

と策定されている。また、キーワードとして、「中小企業への制度融資の充実」「市内企業の販路拡大

支援」「事業承継の支援」「創業・起業の支援」「産業クラスターの形成に向けた取り組み」「後継者不

足」があげられている。 

 

 そして、「川口市総合計画」では単位施策と主な取り組みとして、下記があげられている。 

Ⅰ：「企業経営の強化支援」 

 （制度融資の充実、市産品の活用・地域内消費の取り組み、事業承継支援、創業セミナーの開催） 

Ⅱ．「就労環境の向上」 

 （市内企業の人材確保、女性の社会進出による企業・産業の活性化） 

Ⅲ：「企業間連携の支援」 

 （新たな分野への進出、新たな製品・サービスの開発、産業支援機関の連携・効率化の促進）  

Ⅳ：「担い手の育成と技術の振興」 

 （次世代の人材育成） 

  

 さらに「川口市産業振興指針」では、重点施策として、下記があげられている。 

Ⅰ：産業クラスターの構築に関する事項 

Ⅱ：企業のＣＳＲの促進に関する事項  

Ⅲ：川口ブランドの創出に関する事項 

Ⅳ：川口市を国内外にアピールする事項 

Ⅴ：事業承継に関する事項 

Ⅵ：受発注に関する仕組みづくりに関する事項 

Ⅶ：金融政策の充実に関する事項 

Ⅷ：消費喚起に関する事項 
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Ⅸ：川口市への誘客方法に関する事項 

Ⅹ：新たな産業の創出・育成・振興に関する事項 

 

上記の「川口市総合計画」、「川口市産業振興指針」に当会の振興理念を当てはめ、「地域に次の

１００年企業を育てる土台作りを行う」ことを事業方針と定める。 

 

（２）事業目標 

 「地域に次の１００年企業を育てる土台作りを行う」ことを事業方針として、これまでの金融・税務・労

務といった経営改善普及事業から、小規模事業者の積極的な事業計画策定、販路開拓を重点とした

経営発達支援事業を実施するにあたり、５ヶ年の事業計画目標を下記の５項目と定める。 

 

①事業計画策定による小規模事業者の経営基盤の強化 －「戦略に基づいた経営への移行」 

 これまで経験や勘に頼ってきた小規模事業者が各種データや分析結果から経営戦略を立て、それ

に基づいた事業計画を策定することが、小規模事業者の売上・利益の増加を生み、持続的な事業発

展に繋がるため、事業計画書策定の重要性を小規模事業者に啓蒙し、小規模事業者自らの取り組み

を目指す。当会では、事業計画の進捗フォローアップや顧客ターゲットに則った販路開拓支援など継

続的に事業計画のＰＤＣＡを繰り返し、地域小規模事業者の経営基盤の強化を図っていく。 

 （数値目標）年間経営発達支援件数：500 件  

 

②人材の育成 － 「小規模事業者・経営発達支援機関者（当会）が共に成長する」 

ⅰ．大企業と違い、小規模事業者の売上高・利益率等は事業主の能力と比例することが多いと言われ

る。しかし、営業・現場・経理までほとんど全てのことを一人でやっているケースが多く、事業計画書を

策定する時間がないなどの理由でこれまで経営分析を行ったことがない小規模事業者が大多数であ

る。これまで経験や勘で事業を継続させてきた事業主が理論やデータ、独自のアイデアに基づいた事

業計画を策定し、当会や連携支援機関が継続的に支援を続けることで、経営に大きな変化をもたらせ

ることが可能になると考える。まずは意欲ある代表者・後継者等の発掘と人材育成を重点的に行う。 

 

ⅱ．人材育成においてさらに重要なことは、支援を行う当会職員のスキルの向上である。これまでの経

営改善普及事業から踏み込んだ伴走型支援を実施するには個人のスキルアップが欠かせない状況

である。事業主の本音を聴きだし、やる気を与えるコミュニケーション能力から事業計画書策定・フォロ

ーアップによる事業計画改善、関係支援機関との太いパイプ作りなど様々な個人の支援スキルが求め

られる。積極的なセミナー参加、帯同した専門家の支援方法を学び、内部での勉強会や各種支援策

のデータ共有化を通じて職員間の個人差を埋め、当会全体の支援スキルの向上を図る。 

 

③地域内に新たな事業者の創出 － 「当地域で創業を増やす支援体制の確立」 

川口市が経済産業省より認定を受けた産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画に則って川

口市・川口産業振興公社・川口商工会議所・鳩ヶ谷商工会が連携して、創業に係る基礎知識からビジ

ネスモデルの構築や資金計画など、着実に創業することができるよう創業までの各ステージに合わせ

た継続的な支援を行う。創業希望者に対して、窓口相談、起業人育成講座、インキュベーションオフィ

ス・空き店舗紹介、起業個別相談会、創業スクール等による支援を実施することで、創業予定者の発

掘、創業前の事業計画書策定、創業後の販路開拓支援から事業計画進行状況の確認による改善計

画書策定など伴走型支援を通じ、地域内に新規創業者の創出を推進する。 

（数値目標）年間創業者支援件数：60 件 

 

④地域資源を活用した販路開拓支援 － 「地域の良さと小規模事業者の良さをマッチング」 

 小規模事業者自身が自社の良さや強みに気づいていないケースも多いように長年住んでいると気
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づかない地域の良さがある。近年、川口市の地域資源の発掘によりマスコミ等でも注目されている「日

光御成道」「鳩ヶ谷ソース焼うどん」「近隣の特色ある町」といった地域資源を業種は問わず、新たに商

品やサービスに取り入れることで販路開拓を行う。交流人口を増加させ、魅力ある街づくりを目指し、

当会では商品の開発から商談会出展、地域認定制度など事業計画策定から販路開拓まで一体とな

った支援を図る。 

  （数値目標）地域資源を活用した新商品・サービス開発数：15 件 

 

⑤支援機関との連携強化による当会伴走型支援の確立 － 「選ばれるワンストップ窓口となる」 

事業計画の策定、販路開拓支援においては、相談業務が多様化し、より専門的な相談体制が必要

となってくる。従来の経営改善普及事業での「指摘型の支援」ではなく、伴走型支援に基づいた「提案

型の支援」を当会が小規模事業者の課題に応じた支援機関と連携して行うことで、小規模事業者の

継続的発展に繋がる。今後、支援機関とのネットワーク強化および連携支援機関の充実を図り、小規

模事業者の課題に応じた全ての相談にワンストップで対応できる体制作りとそれを活かした伴走型支

援体制を構築する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域小規模事業者

経済動向情報
（調査・分析・提供）

需要動向情報
（調査・分析・提供）

やる気ある経営者の
掘り起こし・事業提案

経営分析
（情報収集・分析・報告）

事業計画書策定
（分析結果に応じた戦略）

後継者育成研修
後継者、従業員

新規創業者

地域経済活性化事業

創業希望者

事業計画実行
（販路開拓、金融等）

事業計画進捗確認、検証
（定量・定性分析）

分析結果報告
（結果の状況に応じ、
要因特定・改善策提案）

事業計画期間満了
（定量・定性分析）

経営力強化研修

ビジネス交流支援

人材育成支援

税務・金融・労務支援

鳩ヶ谷商工会 「地域に１００年企業を育てる土台作りを行う」伴走型支援

＊行政機関、各支援機関、

金融機関等と連携し、ワンス
トップでの支援を実施する。

知的財産支援
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 

【 現状と課題 】 

当会が実施した調査では、「経済動向と自社の売上等は連動していると思うか？」という質問では

「連動している：96%」「連動していない：4%」という結果であった。しかし、「自ら経済動向を調べている

か？」という質問では「調べている：12%」、「（ほぼ）調べていない：88%」であった。「調べていない理由

は？」という質問では「調査結果と自社への結びつけ方が分からない：70%」、「どこに情報があるか分

からない：50%」、「忙しいため：40%」という結果であった。経済動向と未来予測も含めた自社経営が連

動することは認識しているが、様々な理由で経済動向調査結果の把握が困難となっている小規模事

業者が多い。 

今後は当会が分かりやすく、地域特性も盛り込んだ調査結果をまとめ、広く公開する必要があるが、

現状では、各関係機関から送付提供される経済動向調査データに関して独自に集計や分析を行って

おらず、職員や役員に回覧されているだけの状態となっている。小規模事業者への支援において活

用していない現状を改善する必要がある。 

 

【 目的 】 

地域の経済動向情報を活用することで、小規模事業者の強みや機会を活かした事業計画立案等

に役立てる。また、地域の動向環境等を小規模事業者および創業予定者等に広く情報提供し、外部

への関心を与え自社の経営分析へ誘導する。 

策定した事業計画が地域の経済動向の変化に対応できているか、計画実行後に定期的に行う検

証時にも活用していく。 

 

【 改善策と今後の事業 】 

当会ではこれまで、経済動向の分析・提供を行ってこなかったが、分かりやすく、地域特性も盛り込

んだ調査結果をまとめ、小規模事業者に広く提供する。調査結果はデータ化しタブレット端末で巡回

指導時にも提示し、小規模事業者の経営意識向上、業種別の景況感、同業他社との比較、業種別に

よる外部環境課題など経営分析における資料とする。 

また、事業計画策定支援における活用、分析結果から地域全体の課題を抽出することで当会が実

施する経営支援に関する各種研修テーマに反映させる。 

 

（１） 経済動向に関する情報の収集 
①「当会による地域商工業者への経済動向調査・情報の収集」 

ⅰ．全国商工会連合会より委託事業として、当地域の中小企業 15 社を対象に４半期毎に行っている

産業（小売・サービス・製造・建設）別の「売上高」「価格単価」「仕入単価」「利益率」「設備投資（計

画）」「資金繰り」「雇用状況」「景況判断」等の収集を引き続き実施する。 

ⅱ．独自のアンケート調査票を作成し、当会を定期的に利用される記帳機械化委託事業者 33 社、労

働保険事務委託事業者 225 社、税務決算申告指導利用者約 280 社、金融申込者約 300 社（過去 3
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年平均数）等を対象として年１回、「売上高」「価格単価」「仕入単価」「利益率」「設備投資（計画）」「資

金繰り」「雇用状況」「景況判断」等について、今後の予測も含めて、情報の収集を行う。 

 

②「連携先支援機関による経済動向調査結果の収集」 

ⅰ．全国商工会連合会が毎月発行する小規模企業景気動向調査から「売上高」「利益率」「資金繰り」

「景況判断」の全国経済動向情報を収集する。 

ⅱ．内閣府が毎月発行する月例経済報告から「雇用状況」「景況判断」の南関東経済動向情報を収

集する。 

ⅲ．埼玉県が毎月発行する彩の国経済の動きから「設備投資」「雇用状況」「景況判断」の県内経済動

向情報を収集する。 

ⅳ．日本政策金融公庫が年４回発行する中小企業だよりから「売上高」「価格単価」「仕入単価」「利益

率」「設備投資」の全国経済動向情報を収集する。  

ⅴ．川口市が年４回発行する経済レポートから「売上高」「価格単価」「設備投資」「雇用状況」「景況判

断」の市内経済動向情報を収集する。 

  

（２）収集した情報の整理・分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当会が調査した地域内経済動向情報と連携先各支援機関が調査した国・県・市の経済動向情報を

融合させ、有効活用できるよう専門家も交え下記の手順で半期毎に整理・分析を行う。分析結果はデ

ータ化し、分析資料として継続的に利用する。 

 

①当会が地域内において調査した「売上高」「価格単価」「仕入単価」「利益率」「設備投資（計画）」

「資金繰り」「雇用状況」「景況判断」の主要８項目を集計し、地域内経済動向について全体および業

種別に結果を取りまとめる。 

②連携支援先が調査した広域における調査結果から上記主要８項目にあたる調査結果を抽出し、全

体および業種別に結果を取りまとめる。 

③主要８項目における当会実施の調査結果と連携支援先の調査結果をリンクし、ＤＩ値等を用いて結

果分析を行う。 

売上高

・鳩ヶ谷商工会調査 （地域平均）
・川口市調査 （市平均）
・全国商工会連合会調査 （全国平均）
・日本政策金融公庫調査 （全国平均）

価格単価

・鳩ヶ谷商工会調査 （地域平均）
・川口市調査 （市平均）
・日本政策金融公庫調査 （全国平均）

仕入単価

・鳩ヶ谷商工会調査 （地域平均）
・日本政策金融公庫調査 （全国平均）

利益率

・鳩ヶ谷商工会調査 （地域平均）
・全国商工会連合会調査 （全国平均）
・日本政策金融公庫調査 （全国平均）

設備投資

・鳩ヶ谷商工会調査 （地域平均）
・川口市 （市平均）
・埼玉県調査 （県平均）
・日本政策金融公庫調査 （全国平均）

資金繰り

・鳩ヶ谷商工会調査 （地域平均）
・全国商工会連合会調査 （全国平均）

雇用状況

・鳩ヶ谷商工会調査 （地域平均）
・川口市調査 （市平均）
・埼玉県調査 （県平均）
・内閣府調査 （全国平均）

景況判断

・鳩ヶ谷商工会調査 （地域平均）
・川口市調査 （市平均）
・埼玉県調査 （県平均）
・全国商工会連合会調査 （全国平均）
・内閣府調査 （全国平均）

売上高

価格単価

仕入単価

利益率

設備投資

雇用状況

資金繰り

景況判断

鳩ヶ谷商工会
調査

（地区内平均）
経済動向

全国商工会
連合会調査

（全国平均）
経済動向

売上高

利益率

資金繰り

景況判断

内閣府
調査

（南関東平均）
経済動向

雇用状況

景況判断

埼玉県
調査

（県平均）
経済動向

設備投資

雇用状況

景況判断

川口市
調査

（市平均）
経済動向

売上高

価格単価

設備投資

雇用状況

景況判断

日本政策金融
公庫調査

（全国平均）
経済動向

売上高

価格単価

仕入単価

利益率

設備投資

「情報の収集」 「情報の整理・分析」

「情報の提供・活用」
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（３） 分析した情報の提供・活用 

①地域事業者へ分析情報の発信・提供 

ⅰ．当会の調査から抽出した主要８項目の地域および業種別の経済動向に関する分析結果データ

は、半期毎にホームページおよび当会会報に掲載する。広く情報発信を行うことで小規模事業者が自

社の現状・外部環境を把握する資料として役立てる。 

 

②窓口相談・巡回訪問における活用 

ⅰ．地域経済動向調査の協力事業者に対して、巡回訪問を行い、分析結果をタブレット端末にて提

示し、自社を取り巻く外部環境の説明、同業他社との状況比較を行う。 

ⅱ．経営指導員等の巡回指導時・窓口相談時に分析結果をタブレット端末にて提示し、自社を取り巻

く外部環境、業種別の現状・予測について説明する。 

ⅲ．経済動向に関する自社の状況を説明した後、さらに自社の商品・サービスの動向、自社の財務状

況などを加えた経営分析を当会と共に行うことを提案する。 

 

③課題に応じた研修会等の開催 

ⅰ．地域の共通した課題や新たに発生傾向が見られる課題を抽出し、当会で開催する経営支援研修

会のテーマとする。 

 

（４）小規模事業者および商工会職員のスキルアップ 

①小規模事業者のスキルアップ支援 

ⅰ．当会ホームページ等からの情報発信および経営指導員等による情報提供から自社の経営状況

に関連する項目を見出し、「自社を取り巻く外部環境の変化」を敏感に感じ取る能力の取得を支援す

る。さらに経営分析、事業計画策定へ繋げていくことで、小規模事業者の持続的発展を目指す。 

 

②商工会職員のスキルアップ 

ⅰ．上記（１）～（３）において実施する「地域の経済動向調査に関すること」において、経営指導員以

外の職員も「経済動向の情報収集」、「経済動向情報の整理」を担当する。また、「経済動向情報の分

析」、「専門家・経営指導員の情報活用手法」をデータ化し、勉強会を通じて習得することで全職員の

スキルアップを図る。 

 

【 効果・目標 】 

 地域の経済動向を調査・分析することにより、地域の現状と小規模事業者が抱えている課題を抽出

し、今後の取組みに繋げていくことができる。また、分析した業種別毎・規模別毎の景況調査結果を提

供することで事業計画書の策定資料、自社の経営状況の判断材料と課題発見に繋がり、当会が提供

する経営分析・事業計画書策定といった経営発達支援メニューへの取組み意欲が湧くことが期待でき

る。 

また、分析結果を小規模事業者に提供し、早期に外部環境の機会・脅威に気付き取り組むことで、

他社との差別化が可能となり、その積み重ねが継続的発展に繋がっていく。多くの事業者に共通して

課題としてあげられる項目については、セミナー等を開催し、課題解決に取り組むと共に当会がワンス

トップで継続的に支援する機関であることをお知らせする。 

 定量的目標は、下記の通りとする。 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経済動向調査分析回数 未実施 1 2 2 2 2 

調査対象事業者数 15 50 100 150 150 150 

情報提供件数 未実施 70 160 250 270 280 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

【 現状と課題 】 

多くの小規模事業者は時間的問題や分析手法を知らないことから過去の経験や感覚で経営判断

をしている。その為、小規模事業者が自ら持つ商品・技術・人材などの内部資源、マクロ環境（人口・

経済等）・顧客や業界（競合、代替品等） などの外部環境を意識せず、自社の財務状況（売上・損

益・キャッシュフロー）も把握できていない事が多い。 

また、新規創業者においてもやりたい事・得意な事を優先してしまい、顧客目線・競合目線・保有資

産等を組み込まず事業を始めるケースが多々見受けられる。 

 これまで当会では経営革新申請や補助金申請を行う事業者等に対しては簡易的な経営分析を行っ

てきたが、他の事業者に対しては確定申告時や金融相談時の数値的な問題箇所の指摘に止まり、経

営分析・事業提案は行っていないのが現状である。 

 

【 目的 】 

漠然とした悩みを抱えている小規模事業者が、「自社の財務状況を把握」「自社の改善点を発見し

対策を考える」「自社の強みや市場動向を捉え、事業計画を起こす」ことが持続的発展への第一歩と

なる。 

また、事業計画を策定した後も実行できなかったケースでは、「事業環境が厳しかった」「財務が追

い付かなかった」など事業計画策定前の準備が十分でなかった事が要因として多く挙げられる。実現

可能で効果の高い事業計画を策定するため、まず計画の基礎となる事業環境・財務環境といった現

状分析を行う。 

 

【 改善策と今後の事業 】 

これまで多くの小規模事業者が頼ってきた勘や経験では対応が難しくなった時代の移り変わりに迅

速に対応できる経営力の基盤強化を図るため、自社の経営状態や自社を取り巻く環境を十分に把握

し、効率の良い安全な経営判断・事業計画作りを行う基礎として、当会支援による自社の経営分析を

積極的に推奨する 

 

（１）啓蒙告知活動による経営分析希望者の掘り起し 

地域経済動向調査の公表（ホームページ、会報、巡回）・金融相談・税務相談・労務相談等の窓口

相談、定期巡回訪問、各種セミナー、個別相談会開催といった際、継続的な事業発展には自社の現

状分析が重要であることを訴え、当会と共に経営状況の分析を行うことを提案する。 

 

①窓口相談、巡回訪問 

金融相談・税務相談・労務相談等の窓口相談、地域経済動向調査結果を説明する巡回訪問時に

経済動向調査とも照らし合わせて、自社の経営状況の分析を行うことを提案する。 

 

②セミナー、講習会、相談会 

 自ら勉強・相談にこられる小規模事業者を掘り起し、経営分析の重要性と実施を促す。 

ⅰ．セミナー等の開催 

経営力強化、経営分析、事業計画策定、経営革新・補助金申請、創業、海外展開などに関するセ

ミナーを年１０回開催する。 

ⅱ．各種個別経営相談会の開催 

経営全般、金融、販路開拓、事業承継、税務、法律など個別相談会を年２０回開催する。 

ⅲ．創業相談会の開催 
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 創業に取り組む方を対象とした個別相談会を年４回開催する。 

ⅳ．地域支援機関との連携 

上記事業は埼玉県商工会連合会、川口市、川口産業振興公社、川口商工会議所、よろず支援拠

点、日本政策金融公庫、市内金融機関、士業団体等と連携して実施し、情報の共有化を通じ、地域

全体の小規模事業者・創業希望者を対象とした支援を行う。 

 

③ホームページ、ＳＮＳ 

ⅰ．当会ホームページ 

ホームページ上では、経済動向情報とともに「自社の経営分析の実施を推奨する案内ページ」を掲

載する。また、これまでより多くの連携支援機関とリンクを張り、閲覧件数の増加を図る。 

ⅱ．ＳＮＳの利用 

サービス業を中心に女性や若い創業（希望）者が多いという地域特性を活かし、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、

Twitter 等を使い各種セミナーやワンストップによる継続的支援を告知し、創業希望者・創業間もない

事業者に経営分析から始まる事業計画策定を提案する。 

 

（２）経営分析に必要な情報の収集 

 

①ＳＷＯＴ分析を行うためのヒアリング 

ⅰ．実施方法 

これまで経営分析を実施したことがない小規模事業者にＳＷＯＴ表を渡し、記入を求めても分析す

る項目が分からず、十分な情報が得られない可能性が高い。そこで、当会では予め質問する項目を

定めたヒアリングシートを作成し、聞き取りでＳＷＯＴ表の作成を行う。 

ⅱ．ヒアリング項目 

「内部環境 （それぞれ＋・－をヒアリング）」 

人（代表者・従業員）の項目 技術、知識、人柄、経験、経営理念、組織体制 

物・サービスの項目 商品、サービス、価格、設備、店舗、スピード 

お金の項目 売上等の成長性、資金繰り 

マーケティングの項目 
営業方法、広告宣伝、開発力・対応力、歴史、信用性（ブランド

力）、知名度、地域（業界）での地位、既存顧客層、流通形態 

「外部環境 （それぞれ＋・－をヒアリング）」 

マクロ環境の項目 
社会（地域人口、ライフスタイル）、経済（景気、金利、為替）、 

産業（産業構造、好不況）、技術革新 

ミクロ環境の項目 
市場（規模、成長性）、価格、規制緩和、消費者ニーズの変化、 

競合（戦略、行動の変化、新規参入者、撤退） 

 

②財務分析を行うための資料の提出 

同じく専門知識のない小規模事業者が決算書等から自社の財務分析を行うことは困難なため、決

算書３期分の提出を求める。 

 

（３） 経営分析の実施 

①財務分析の実施 

ⅰ．分析方法 

中小企業基盤整備機構が提供する支援ツール「経営自己診断システム」を活用し、決算情報から

財務分析を実施する。 

ⅱ．分析項目 

中小企業信用リスク情報データベースに蓄積されている１６０万社以上の中小企業の財務データを
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基に、業界の中での自社の各財務指標の優劣や収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の５項目

について分析する。また、同業種のデフォルト企業と比較することで経営の危険度の分析も行う。 

 

②ＳＷＯＴ分析を加えた経営分析シートの作成 

ⅰ．作成方法 

 上記（３）①で数値グラフ化された財務分析結果に上記（２）①でヒアリングしたＳＷＯＴ表を加え、見

やすく１枚にまとめた独自の経営分析シートを当会および専門家で作成する。 

ⅱ．当会からの分析結果コメントおよび提案コメント 

「経営分析に関すること」 

各分析項目へのコメント 注意点、前回との比較（２回目以降）など 

「ＳＷＯＴ分析に関すること」 

ＳＷＯＴ表 

分析対象事業者の「強み」「弱み」「機会」「脅威」において、それぞ

れキーワードとなる言葉を抽出および経営戦略例を記載する。 

・例１：強みを活かして→機会を得る戦略例 

・例２：強みを活かして→脅威を乗り切る戦略例 

・例３：弱みを克服して→機会を得る戦略例 

・例４：弱みを克服して→脅威を乗り切る戦略例     

 

（４）経営分析結果の報告・活用 

①経営分析結果の報告、事業計画策定の提案 

 経営分析シートを作成できしだい、巡回訪問にて財務数値指標およびＳＷＯＴ分析による当会分析

コメントについて説明を行う。 

 

②事業計画策定の提案 

ⅰ．経営分析結果から出た課題改善に向けた取り組みの提案 

財務分析結果からそれぞれの小規模事業者が抱える「売上を上げるには？」「利益率を上げるに

は？」「経営の安定を図るには？」 「経営基盤の強化をするには？」「効率良い生産能力をつけるに

は？」などの課題と改善の必要性を説き、ＳＷＯＴ分析から「自社が取り組み可能な改善策」「新事業

への取り組み」などの当会仮説の戦略例を挙げて、改善策を盛り込んだ事業計画書作りを提案する。 

 

ⅱ．支援体制の説明 

事業計画策定から実行時のフォローアップ、販路開拓など継続的な支援メニュー、小規模事業者

をチームで支援する連携支援機関など経営発達支援の流れを記載したチラシを作成し、より分かりや

すく説明を行う。  

また、事業計画書の例や事業計画書策定による成功事例なども紹介し、当会がワンストップで支援

する安心感と企業の持続的発展を目指し次のステップに進む意欲の向上を図る。 

 

③経営分析結果のデータ化 

 作成した経営分析シートはデータ化することで、次に新たに事業計画を策定する際や事業計画実

行時に再度改善が必要となった際の状況変化の比較材料として利用する。また、同業種や同課題を

抱えた小規模事業者の事業計画策定の際の資料としても活用が可能となり、データが蓄積されるほ

ど、多くの小規模事業者がより効果の高い事業計画を策定することが可能となる。 

 

（５）小規模事業者および商工会職員のスキルアップ 

①小規模事業者のスキルアップ支援 

 これまで経験や勘に頼ってきた小規模事業者が常に「内部環境」「外部環境」の変化を意識し、財務
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の改善といった目に見える形での目標を達成できるよう促す。また、ＳＷＯＴ分析は回数を重ねるごと

に正確性が増すため、定期的に小規模事業者自身で作成できるよう支援を行う。 

 

②商工会職員のスキルアップ 

ⅰ．上記（１）～（４）において実施する「経営状況の分析に関すること」では、経営指導員以外の職員

も「経営分析希望者の掘り起し」「財務分析の入力」を担当する。また、「経営分析結果」をデータ化

し、勉強会を通じて課題抽出・改善案などの分析手法を習得することで全職員のスキルアップを図る。 

ⅱ．一人でも多くの小規模事業者に経営分析に取り組んでいただく掘り起しや指導員等が経営分析

を行う際に最重要となるスキルは、コミュニケーション能力である。自社の経営資源・外部環境の現状

をどれだけ多く聴きだせるかが、その後の事業計画実行・成功へのカギとなるため、小規模事業者の

話を本気で聴き・本音を聴きだせる関係性の構築を図る。 

 

【 効果と目標 】 

経営分析の目的である「自社の現状を把握する」ことを自社財務・事業環境の両面から行うことで代

表者に問題意識が生まれ、次のステップとなる「自社の状況を改善する事業計画を立てる」ことに繋げ

ていくことが出来る。 

また、指導員等が小規模事業者の商品や提供するサービスの内容、保有する設備や技術・ノウハ

ウ、業界の置かれている状況、さらには代表者・後継者・従業員等の経営資源、財務内容といった経

営状況を情報共有し、チームで改善策を協議し対応することで、最善の支援策に繋げていく。 

 経営分析に関しては、事業計画の方向付けにおいて核となる部分であるため、事業計画作成後に

おいても繰り返し実施する。 

なお、目標分析件数は下記の通り定め、実施していく。 

 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

セミナー・相談会開催件数 19 24 30 30 30 30 

経営分析件数 11 20 26 33 39 46 

 
 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

【 現状と課題 】 

当会では、これまでも事業者の新たな取り組み等に対して、経営革新計画申請や各種補助金申請

のための経営計画書策定の支援を行ってきたが、支援対象者は、セミナー等を開催し、その後希望

者を待つという受身体制であり、十分な支援件数が上がっていない。 

 また、創業希望者に対しても開業前に相談や紹介があった事業者には、金融機関向けの事業計画

書の策定支援を行っているが、支援件数は少ない現状となっている。 

 当会および小規模事業者にとって、事業計画策定の目的が補助金・融資等を受けるためとなってい

る現状を改め、事業計画策定が小規模事業者の継続的発展を目的とした意識改革と数多くの小規模

事業者に対応できる支援体制を新たに構築する必要である。 

 

【 目的 】 

これまで経験や勘に頼って事業を行ってきた多くの小規模事業者及び創業予定者が、経営におい

て目標を持ち、経営資源および市場の根拠に基づいた具体的な事業計画を立てることが、経営の安

定と成長に不可欠である。 

このことから意識啓蒙及び事業計画策定を推進し、「計画に基づいた事業経営」を地域に浸透さ
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せ、ワンストップ窓口で伴走的支援を行うことで、当会の「地域に次の１００年企業を育てることを目標

に共に歩む」という振興理念の礎とする。 

 

【 改善策と今後の事業 】 

環境の変化に対応し、小規模事業者が持続的に発展するには、「計画に基づいた事業経営」が不

可欠であることを小規模事業者に意識付け、「目標と根拠に基づいた事業計画書策定」を推進してい

く。支援件数増加に対応するため、当会の内部支援体制作りおよび地域支援機関との連携強化を図

り、効果と実現精度の高い事業計画書を小規模事業者と伴走型支援にて策定する。 

 

（１）啓蒙告知活動による事業計画書策定希望者の掘り起し 

前項の「２．経営状況の分析に関すること－（１）啓蒙告知活動による経営分析希望者の掘り起し」

にて記載した内容と同様、「窓口相談」「巡回訪問」「セミナー」「各種相談会」「連携支援機関先」「ホー

ムページ」「ＳＮＳ」を通じ、事業発展における事業計画策定の意義と当会が伴走型支援で事業計画

策定をサポートすることを告知する。 

また、「１．地域の経済動向調査に関すること」での当会からの情報提供、「２．経営状況の分析に関

すること」での経営分析結果において、少しでも自社の将来に不安や課題もしくはチャンスを感じた事

業者に対しては、「２．経営状況の分析に関すること－（４）経営分析結果の報告・活用－②事業計画

策定の提案」の手順にて事業計画策定を通じ、より深くその対処策を具現化し、自社の持続的発展に

変えていくことを提案する。 

 

（２）支援件数増加に対応できる内部支援体制作り、地域支援機関との連携 

①内部支援体制作り 

ⅰ．経営支援チームの発足 

全指導員がチームとなり、小規模事業者の事業計画策定を後押しするため、２週間に一度、経営支

援会議を開催し、各支援小規模事業者の事業計画策定状況を報告する。計画策定時における課題

等について全員で協議・対応することで、精度の高い事業計画書に繋がると共に全指導員のスキルア

ップにも繋がる。 

 

ⅱ．支援ツールの活用 

 事業計画を策定したことのない小規模事業者が労力的・能力的な問題から途中で計画策定を諦め

てしまわぬよう、中小企業基盤整備機構が提供する経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」を活用

する。分かり易く・簡単に入力ができるツールを使い、事業計画書の基礎を策定する。この「経営計画

つくるくん」を基礎に経営指導員が伴走型支援を行い、計画の精度を上げていく。 

 

②地域支援機関との連携 

 小規模事業者に対する支援件数を上げ、より精度の高い事業計画書を策定するには、専門家等の

力が必要となる。目標・課題に応じた専門家の派遣、その他支援策提供において、埼玉県商工会連

合会、埼玉県、川口市、川口産業振興公社、よろず拠点、ミラサポ、日本政策金融公庫、地域金融機

関、税理士、弁護士等と連携し、ワンストップで目標と根拠に基づいた事業計画書策定を実施する。 

 

（３）小規模事業者の経営状況に応じた事業計画策定支援 

 

下記①～④の他、全ての支援対象者の目標や課題状況に応じた事業計画策定支援を実施する。 

全ての事業計画策定時において、「１．地域の経済動向調査の関すること」「２．経営状況の分析に

関すること」「５．需要動向調査に関すること」「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」の

情報をフル活用させていく。 
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そして、６Ｗ２Ｈを意識した効果と実現精度の高い事業計画書を目指す。 

Ｗｈｙ？ 何故この事業を行うのか？   「経営理念、起業動機、承継動機」 

Ｗｈａｔ？ 何を提供するのか？   「商品、技術、サービス」  

Ｗｈｅｒｅ？ 市場はどこにあるのか？  「市場、分野」 

Ｗｈｏｍ？ 誰に対して提供するのか？  「顧客、取引先」  

Ｗｈｏ？ 誰が実行するのか？   「代表者、後継者、社員、パートナー、外部専門家」 

Ｗｈｅｎ？ どの時期に行うのか？  「行動計画、タイミング」 

How to？ どのように提供するか？  「販売戦略、営業戦略、流通戦略、商品差別化」 

How much？ いくらかかるのか？  「資金計画、売上、利益、コスト」 

 

①経営革新・事業発展型 

ⅰ．経営分析の結果に基づき、自社の強み等を活かし、経営環境の変化に対応した新たな取り組み

を積極的に行い、経営向上を目指す小規模事業者。 

ⅱ．事業計画の重要項目・目的 

 新たな事業が成功するよう、「経営理念」「事業戦略」「人員計画」「資金計画」に重点を置いた事業

計画書を策定する。確固たる経営理念、十分な経営分析による戦略に基づき、時代の流れに対応し

た新たな事業に常に取り組むことで小規模事業者の持続的発展に繋げる。 

ⅲ事業計画策定時の並行支援 

新たな商品・サービスに取り組む小規模事業者には、後述する「６．新たな需要の開拓に寄与する

事業に関すること」も連動させながら事業計画の達成を促進する。 

 

②経営改善・事業再生型 

ⅰ．対象者 

経営分析の結果、厳しい経営環境に置かれているが、収益構造と財務体質の改善に強い意欲を

持つ小規模事業者。 

ⅱ．事業計画の重要項目・目的 

まずは、経営の安定化を図るため、「事業収益構造」「生産・調達」「財務」を再構築し、会社存続を

図るための事業計画書を策定する。事業計画に基づき、事業を改善・再生し、その後の成長軌道に

繋げる。 

ⅲ．事業計画策定時の並行支援 

 金融機関への返済条件などを変更し、資金繰りを安定させながら課題解決・体質改善・新たな事業

展開に取り組む小規模事業者には、事前に金融機関等と協議し、事業計画策定を進める。 

 

③創業型 

ⅰ．対象者 

 当地域で創業を目指す方もしくは創業後間もない小規模事業者。 

ⅱ．事業計画の重点項目・目的 

創業後の事業が円滑に進むよう、「経営（理念・市場・顧客）」「財務」「人材育成」「販路開拓」に重

点を置いた事業計画書を策定する。創業前に問題提起と仮説を繰り返し、事業計画に基づいた創業

を支援することで創業者の増加と経営基盤の強化を図る。 

ⅲ．事業計画策定時の並行支援 

開業に必要な知識（法務・税務・労務等）を指導する他、店舗を探している方には空き店舗情報や

インキュベートオフィスを紹介する。 

 

④事業承継型 

ⅰ．対象者 
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家族等への事業承継を予定している小規模事業者もしくは後継者がいなく廃業を検討している小

規模事業者。 

ⅱ．事業計画の重点項目・目的 

 長い期間と課題解決を要する事業承継が円滑に進むよう、「自社の現状把握（経営資源、財産、後

継者候補）「経営上の課題とその対応策」「経営理念・経営目標」「事業承継の時期と方法」に重点を

置いた事業計画書を策定する。事業計画策定により、事業承継に際してやるべきことの整理・確認、

会社の抱える問題点や将来の見通しについて現経営者と後継者で認識を一致させ、課題解決に向

けた取り組みが可能となる。また、事業計画書策定により、後継者不在の小規模事業者に創出の期待

もできる。 

ⅲ．事業計画策定時の並行支援 

相続に対応する税理士相談会や「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」で実施する

後継者育成支援への参加を促し、早めの税務対応・人材育成を支援する。 

 

（４）小規模事業者および商工会職員のスキルアップ 

①小規模事業者のスキルアップ支援 

 小規模事業者が「内部環境」「外部環境」「自社の経営資源」「経営理念」などから改善策と目標を明

確に持ち、計画性を持って取り組むことで持続的発展に繋がる。その意識を小規模事業者自身が持

ち、立てた目標・計画が確実に実行・達成できるよう家族・従業員と事業計画を共有し、一丸となって

計画に取り組むことが必要となる。人材育成・スキルアップセミナー開催などを通じ小規模事業者の経

営基盤の強化を支援する。 

 

②商工会職員のスキルアップ 

 多岐に渡る支援内容への対応は、当会経営指導員のみでは現状不可能である。専門家・連携支援

先を的確に選択し、ワンストップ窓口として小規模事業者の事業改善に取り組む。専門家等の帯同に

おける支援手法と改善策を積極的に吸収し、経験を積み重ね、自分のスキルとすることで小規模事業

者への支援スピードの向上、支援件数の増加、支援効果の拡大を図る。また、経営支援会議と支援

記録のデータ化により、経営指導員等のスキルアップ、支援スキルの標準化に繋げる。 

 

【 効果と目標 】 

これまで代表者の経営感覚で事業を行ってきた小規模事業者が経営理念と目標、自社の財務分

析やＳＷＯＴ分析に基づいた事業計画書を策定し、着実に実行することで小規模事業者の持続的発

展性において大きな効果をもたらす。 

また、時間を要する事業承継の対策を早めに取ることで、いざ事業承継という時に、相続を巡るトラ

ブルの発生、後継者が経営ノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られないといった問題が

生じないよう事業計画を作成し、スムーズな世代交代を図ることが可能となる。 

地域事業者数増加において重点課題となる創業支援についても創業前の事業計画書作りから継

続的に支援を行うことで、創業３年以内に廃業率７０％とも言われる新規小規模事業者を伴走型支援

で支えていき、次の１００年企業へと育てあげていく。 

いずれの支援メニューにおいても定性的目標としては、支援企業の「財務状況の改善」「販路拡大」

に繋がること、「小規模事業者の問題解決」「未来を見据えた事業計画」に繋がり、「実行性と効果性の

高い事業計画書策定」を目標とする。 

また、各事業計画書策定件数の定量的目標は、下記の通りとする。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
事業計画策定件数 ①② 10 15 20 25 30 35 

創業計画策定件数 ③ 1 2 2 3 3 4 
事業承継計画策定件数 ④ 0 1 1 2 2 3 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【 現状と課題 】 

当会では、これまでも経営指導員が事業計画策定の支援を行ってきたが、策定後のフォローアップ

については十分な体制が取れておらず、ほとんどが実行後の数値確認を取るにとどまっている現状で

ある。そのため、小規模事業者が立てた事業計画が実行に移せなかったケースや成果が出なかった

ケースも多い。 

事業計画の実行支援、実行状況の定期的な評価・検証、事業計画の改善を中心としたフォローア

ップが定期的に行われていない当会の指導体制に課題がある。 

 

【 目的 】 

事業計画策定支援により策定された事業計画を小規模事業者が確実に実行し、効果を上げるた

め、P(計画）⇒D（実行）⇒C（評価・検証）⇒Ａ（改善）をひとつのサイクルとして、当会が伴走型支援を

行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

【 改善策と今後の事業 】 

これまでの事業計画策定後は、事業者任せとなっていた体制を改め、「策定した計画に沿って行動

する（do）」⇒「行動した結果と当初の目標を比較し、問題点の洗い出しや成功・失敗の要因を分析す

る（check）」⇒「分析結果を受けてプロセスや計画の改善、実施体制の見直しなどの処置を行う

（act）」。そして、再び⇒「自社の経営状況を踏まえ事業計画を策定する（plan）」に戻るサイクルを小規

模事業者と伴走型支援で実施する。このＰＤＣＡを継続的に繰り返すことによってプロセスが改善さ

れ、小規模事業者の持続的発展を図っていく。 

 

（１）事業計画の実行支援、評価・検証 

①定期巡回による実行支援 

事業計画策定後、３ヶ月に１回以上巡回訪問等を実施し、売上実績・取引件数実績・新たな課題等

の進捗状況の確認を行うと共に事業計画実行に必要な行動および提供できる支援策の提案を行い、

事業計画が着実に実行できるよう継続的支援を行う。 

 新規創業者については、２ヶ月に１回以上の巡回訪問等を実施し、上記の他、税務・労務・その他経

営全般にわたる指導を実施する。 

 

②進捗管理カルテの作成 

 上記、巡回訪問において、支援先や職員間で進捗確認項目にバラつきがないよう、予め確認項目

を設定し、ヒアリングを行う。さらにヒアリングした進捗状況は新たに作成する進捗管理カルテでデータ

管理し、各支援事業者の事業計画実行状況を把握する。 

進捗管理カルテ（想定目標、実績、今後の見込み、相違した理由の４点） 

販売・売上 売上高、販売数、顧客数、単価、問い合わせ数 

販路拡大 営業活動、販促活動 

商品・サービス開発 タイムスケジュール、開発予算 

財務 キャッシュフロー 

人材 雇用状況、スキルアップ、組織体制 

競合 新規参入、廃業、業況 

その他（支援者が） 実行に必要な支援メニュー、気になる点、事業計画全体の見込み 

 

③進捗管理カルテによる進捗状況の評価・検証 
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 進捗管理においては、目標項目ごとに優先度と期限を設定し、優先度の高い項目が期限を過ぎて

いないか、未達成の課題がどこにあるか抽出を行う。また、実行に必要な支援策については連携支援

先と協議し、迅速な対応を図る。 

 

④チームによる進捗状況の評価・検証 

 全指導員がチームとなり、小規模事業者の事業計画実行を後押しするため、２週間に一度、経営支

援会議を開催し、各事業計画の進捗状況を報告する。進捗状況の報告で想定と大きく相違した課題

については、改善策・今後の対応について協議を行う。 

 

（２）評価・検証による事業計画の改善 

①要因の検証  

上記、経営支援会議にて事業計画の見直しが必要と判断した場合、事業者と専門家も交え、「事業

計画が妥当なものではなかったのか？」「計画を実行するための施策に問題はなかったのか？」「経営

環境に大きな変化があり、計画が現在の環境に合わなくなっていないか？」という視点から、さらに要

因を追及する。 

 

②事業計画の見直し・再策定 

 再度、自社の経営分析を徹底的に行い、「実行時に発生した課題の改善策を盛り込んだ事業計画」

または「新たに戦略を練り直した事業計画」を策定し、実行を支援する。  

 計画の想定よりも売上実績が良い、予定より実行が早くできた場合などにおいても見込みがさらに良

くなると想定された場合、再度自社の経営分析を行い、「目標設定・期限設定を上げた事業計画」また

は「新たな戦略を盛り込んだ事業計画」を策定し、実行を支援する。 

 

（３）その他、事業計画策定後のフォローアップ 

 

①経営力の強化支援 

小規模事業者の質を向上させるには、重要な経営資源である「人」の職務遂行能力を向上させて

いくことが重要となるため、経営者向けの経済、金融、補助金、人材育成等のセミナーを開催する。 

 

②後継者、従業員の育成支援 

ⅰ．持続的発展を共に担う後継者・従業員を対象としたビジネススキル向上、技術取得の支援を目的

としたセミナーを開催する。 

ⅱ．後継者・若手従業員のスキルアップに関しては、技術・ＩＴ・事務など様々な指導メニューを実施し

ている「埼玉県産業労働部人材育成課」「埼玉県職業能力開発協会」と連携し、積極的に活用する。 

 

③人材の確保 

近年、小規模事業者にとって新たな従業員の確保が厳しくなっているが、川口職業安定所で実施

している「集団就職面接会」への参加を促し、事業計画に必要な人材の確保を支援する。 

 

④補助金等の活用 

経営革新計画承認の取得、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、創業補助金、雇用助

成金などの取得を目指す小規模事業者について、申請に必要な事業計画の策定支援を行う。 

 

⑤知的財産支援 

埼玉県商工会連合会、よろず支援拠点、ミラサポ、中小企業支援センター等と連携し、アイデア段

階から事業展開まで知的財産に関する悩みや課題をその場で解決するワンストップサービスを提供す
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る。活用手法の紹介、知的財産権制度の概要説明、活用手法の紹介、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）の検

索支援、知的財産に関する各種支援策の紹特許出願などの手続き支援を行う。 

 

⑥金融貸付支援 

事業計画策定後、事業の持続的発展のための取組みに必要な設備資金・運転資金の融資を受け

る際には日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する。 

 

⑦販路開拓支援 

 事業計画において販路開拓を行う小規模事業者に対して「５．需要動向調査に関すること」「６．新た

な需要の開拓に寄与する事業に関すること」で定めた支援事業に則り、販路拡大支援を行う。 

 

⑧専門家によるアドバイス 

事業計画（創業計画含む）を策定した方を対象に専門家を交えた相談会や交流会等を企画し、専

門家によるフォローアップや参加者によるビジネスマッチング支援を行う。 

 

⑨地域支援機関との連携 

当該支援では、経営指導員に加え、埼玉県、川口市、埼玉県商工会連合会、よろず拠点、ミラサ

ポ、日本政策金融公庫、埼玉県職業能力開発協会、川口職業安定所、中小企業支援センター等と

連携し、事業計画遂行に向けた伴走型支援を行う。 

 

（４）小規模事業者および商工会職員のスキルアップ 

①小規模事業者のスキルアップ支援 

 ＰＤＣＡサイクルにおいては「事業進捗状況の評価・検証能力」が上がると自然に他の「計画」「実行」

「改善」が上がるとも言われているため、「小規模事業者自ら目標設定を細分化し、こまめに進捗状況

の評価・検証を行う」習慣が身につくよう評価・検証の手法について指導を行う。 

 

②商工会職員のスキルアップ 

 経営指導員にとって一番重要となる本支援策の効果を高めるため、寄り添った実行支援はもとより、

評価・検証を行う洞察力、改善策を考える対応力を磨く必要がある。経営指導員全体で行う経営支援

会議ではベテラン指導員が協議などを通じて改善手法を指導し、全体のスキルアップを図る。 

 

【 効果と目標 】 

巡回を中心とした定期的な指導とＰＤＣＡによる事業計画作成後のフォローアップを充実させること

で、事業計画が実現できるようサポートを行い、小規模事業者が抱える課題をその都度着実に検討・

解決策を図ることができ、小規模事業者の事業の持続化並びに企業的成長が成し遂げられるように

支援していく。 

 定性的目標としては、支援企業の「事業計画実行に向けた適切なアドバイス」、「事業実行時の定期

的な評価・検証」、「状況に応じた事業計画の見直し」を行うことを目標とする。 

また支援事業者数の定量的目標は、下記の通りとする。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

事業者数 
0 15 35 60 75 90 

創業計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

事業者数 
0 2 4 7 8 10 

事業承継計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

事業者数 
0 1 2 4 5 7 

          （＊事業計画策定年数を平均３ヶ年と設定） 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【 現状と課題 】 

新聞等に掲載される消費動向情報等については、職員が目を通してはいるがそこに止まり、小規模

事業者が課題とする消費者のニーズに基づいた商品の開発・改良、新サービスの提供といった事業

計画策定支援・販路開拓支援には結び付いていない現状である。また、地域の小規模事業者におい

ても売れなくなってから原因の追究、販路開拓を行うため、有事に対応が遅れる状態を伴っている。 

 

【 目的 】 

地域の小規模事業者が、めまぐるしく変化する消費者や既存事業の需要動向を将来予測も含め、

分析することが効果の高い事業計画策定に繋がっていく。また、新たな販路開拓支援においても需要

動向を先読みすることで競争優位に立ち、需要動向の変化に対応した商品・サービスを市場に提供

することが可能となる。 

当会が需要動向を調査収集・整理分析し、地域の小規模事業者に提供し、需要動向に基づいた

販売計画を立て、次項の販売ターゲットを狙った販路開拓支援を実施することで小規模事業者の成

長および持続的発展を図る。 

 

【 改善策と今後の事業内容 】 

小規模事業者と事業計画策定から実行、評価、改善までＰＤＣＡサイクルにて伴走型支援を実施す

るにあたり、小規模事業者が提供する商品・サービスの現状と需要動向による今後のトレンド予測は欠

かせない情報であるため、需要動向情報を適切に収集・分析・提供・活用するための仕組み作りを行

う。さらに各支援対象者にそった商品等の細部の分析を行うことで、事業計画策定・販路開拓に繋げ

ていく。 

今後、さらに多様化する地域の消費者ニーズに対応できるよう需要動向情報収集、整理、分析を行

い、小規模事業者のみならず創業予定者に対しても市場ニーズ、事業の実現・採算性を見極めた経

営計画策定に繋がるよう支援する。 

 

（１） 需要動向に関する情報の収集・調査 

事業の発展や新商品の開発において、需要動向調査から構築したマーケティング戦略を立てること

が極めて重要である。地域消費者が求める商品やサービス・選定理由を当会のアンケート調査で収集

し、全体のトレンド等については業界の情報誌や新聞、政府・県・市等の調査資料などで収集を行う。 

 
①政府等からの情報収集 

ⅰ．内閣府の消費動向調査、統計局の家計調査から「消費動向」に関する情報収集を行う。 

ⅱ．統計局のサービス産業動向調査、国土交通省の建設工事受注動態統計調査、関東経済産業局 

の関東地域経済の動向から「産業別需要動向」に関する情報収集を行う。 

ⅲ．経済産業省が開発した地域経済分析システム RESAS から「商圏動向」に関する情報収集を行う。 

 

②その他、業界新聞等からの情報収集 

ⅰ．日経流通新聞、日経産業新聞、日刊工業新聞、日経産業新聞といった業界新聞や業界誌から

「業種別データ」、「新商品・サービス開発」等に関する情報収集を行う。 

ⅱ．日経テレコンが提供するＰＯＳ情報サービス（28 年からはＰＯＳ ＥＹＥＳに移行）から「売れ筋商

品」、「新商品・サービス開発」、「消費動向」に関する情報収集を行う。 

 

③当地域における情報収集 
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ⅰ．「商圏情報」として、川口市が公表している「人口動態」「年齢・性別」「町丁字別人口」からエリア別

の人口推移に関する情報、「競合情報」については、タウンページ等からエリア別における業種別事

業所数に関する情報をそれぞれ収集する。 

ⅱ．当会が毎年開催する「鳩ヶ谷商工まつり」や鳩ヶ谷商店会連合会が年２回開催する「売出し抽選

会」、「地域商品券発売所」等において、「地域の消費者が求める商品・サービス」、「地域事業者に不

足と感じる商品・サービス」、「商品購入場所・理由」等に関する消費者アンケート調査を実施し、地域

における需要動向の情報を収集する。 

 

（２） 需要動向に関する情報の整理・分析 

上記（１）で収集した需要動向情報を「消費マインド」、「業種別・商品別」、「地域性」に分け整理し、

半期毎に当会職員と専門家で分析を行う。また、収集情報・分析結果をデータ化し、職員間で共有す

ることで小規模事業者にたいする伴走型支援において全職員が活用できる状態にする。 

 

①消費マインドから見る需要動向の整理・分析 

「内閣府の消費動向調査」、「統計局の家計調査」から消費マインド情報を分析する。 

 

②産業別・商品別から見る需要動向の整理・分析 

「統計局のサービス産業動向調査」、「国土交通省の建設工事受注動態統計調査」、「関東経済産業

局の関東地域経済の動向」、「日経流通新聞、日経産業新聞、日刊工業新聞、日経産業新聞等の業

界新聞や業界誌」、日経テレコンのＰＯＳ情報サービス」から業種別・商品別情報を分析する。 

 

③地域性から見る需要動向の整理・分析 

「経済産業省の地域経済分析システム RESAS」、「川口市の人口調査」、「タウンページ等からの競合

情報」、「当会による消費者アンケート調査」から地域消費者ニーズ、商圏情報を分析する。 

 

（３） 需要動向に関する情報の提供・活用 

 上記（２）で分析した需要動向情報を小規模事業者に情報提供を行い、需要動向に応じた事業計

画策定および販路開拓に結びつけていく。当会職員も市場動向調査結果データと合わせて当該デ

ータを有効的に活用し、ＳＷＯＴ分析、顧客ターゲット選定、商品サービスの見直し・開発、販路開拓

など様々な伴走型支援における貴重な情報資料とする。 

 

①分析結果の情報提供 

ⅰ．半期毎に分析を行う上記３種類（消費マインド、産業、地域性）に分けた需要動向分析報告をホー

ムページにて公開し、小規模事業者に提供する。 

ⅱ．当会職員が巡回訪問・窓口相談の際、タブレットにデータ保存した上記（２）需要動向分析報告お

よび上記（１）各機関調査情報を小規模事業者に提供する。 

 

②分析結果の事業計画策定・販路開拓支援への活用 

ⅰ．事業計画策定支援を行う小規模事業者が現在販売している商品・サービス、今後計画する商品・

サービスについて、上記（２）の３種類の消費需要動向分析結果からさらに深く掘り下げて調査を行う。       

商品に対する消費者の需要状態を下記の３タイプに分類し（商圏別ニーズも調査）、それを基に自

社の現状分析および今後の販売量・価格設定・顧客ターゲット選定等の事業計画策定に活用する。 

・「消費者が、今すぐにでも欲しいと思っている商品・サービス」 ⇒「顕在需要」 

・「消費者が、条件が合えば欲しいと思っている商品・サービス」 ⇒「潜在需要」 

・「消費者が、まだ知らない新しい商品・サービスの先取り」   ⇒「創出需要」 

需要は変化し続けるため、事業計画策定後のフォローアップ時においても常に分析結果と照ら
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し合わせ、状況に応じた事業計画変更の検証資料とする。 

 

（４）小規模事業者および商工会職員のスキルアップ 

①小規模事業者のスキルアップ支援 

ⅰ．小規模事業者とともに行う上記（３）②の「分析結果の事業計画策定・販路開拓支援への

活用」時において、当会が実施する情報の収集・整理分析・活用の手法を指導する。小規模事

業者が該当する商品・サービス、商圏、競合といった情報を自ら日々調査分析することでより

タイムリーな事業展開が可能となる。 

 

②商工会職員のスキルアップ 

ⅰ．上記（１）「需要動向に関する情報の収集・調査」における「整理・分析」、（２）「需要動

向に関する情報の整理・分析」における「整理」、（３）「需要動向に関する情報の提供・活用」

における「提供」については、経営指導員以外の職員が担当する。さらに経営指導員が担当す

る（２）「需要動向に関する情報の整理・分析」における「分析」、（３）「需要動向に関する情

報の提供・活用」における「活用」について、職員が行う勉強会・支援への同行を通じ習得し、

全職員のスキルアップを図る。 

 

【 効果と目標 】 

当会職員が現在需要の高い商品やサービス、今後の傾向を随時把握し、小規模事業者・創業希

望者に対し、適切に情報を提供することで、小規模事業者が事業計画における方向性判断、早めの

対応が可能となり、設備投資・販路開拓においても他社に対し競争優位に立つことができる。また、販

売機会の損失・死蔵在庫の発生を減少させることで売上・利益の拡大が図れる。 

消費者ニーズに合わせた販売計画、時代を先取りした事業展開を伴走型で支援することで、１００

年企業への持続的発展に繋がる。 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

全体の需要動向調査の 

年間分析件数 
未実施 1 2 2 2 2 

地域における需要動向調査

の年間実施件数 
未実施 1 2 2 2 2 

事業計画策定時、策定後 

における情報提供件数 
未実施 18 41 71 88 107 

                     

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 
【 現状と課題 】 

当地域内外において多くの展示会が開催されているが、現状では出展募集案内を地域事業者に

告知し、出展希望者に対して事務手続きを行うに止まっていた。 

また、当会においても街ゼミの開催や地域情報誌の発行といった販路開拓支援を実施してきたが、

現在大きな販路開拓ツールとなるＳＮＳを活用した支援は弱い状況となっている。 

小規模事業者も販路開拓において展示会等の出展や自ら行う情報発信力の強化が重要であると

認識しているが、人手不足、経験や知識の不足により、対応が取れていない状況である。顧客ターゲ

ットに適した販売戦略を立てられるよう当会が継続的にサポート支援できる仕組みを構築する必要が

ある。 
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【 目的 】 

多くの小規模事業者が苦手としている販路開拓において下記の支援を行い、小規模事業者が持続

的に発展するための土台作りとなることを目的とする。 

また、下記の展示会出展やＳＮＳ活用等にあたり、前項で分析した顧客の需要動向、事業計画書に

おける経営分析を活用し、マーケティング戦略、自社の強みや魅力を効果的に伝える展示戦略、顧

客に的確に商品の特性等の伝達手法といったプロモーション技術を学ぶセミナーを実施し、高い効果

が出るようにする。 

 

【 改善策と今後の実施事業 】 

 これまで多くの小規模事業者は既存の市場で既存の顧客に対して販売を行い、事業計画に基づい

た新たな販売戦略をとってこなかった。また、当会においても小規模事業者に寄り添った販路開拓支

援を行ってこなかった現状を変え、「商圏を広げる」「新たな顧客層を作る」ことを目的した販路開拓支

援を強化し、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 

（１）専門家の活用による「販路拡大ターゲット」の選定、マッチング支援 

①専門家の活用による支援 

ⅰ．埼玉県商工会連合会、埼玉県よろず支援拠点による専門家派遣を活用し、専門家も交え、自社

の商品・サービス・強みにとって効果の高い、顧客ターゲットの絞り込みを行う。 

ⅱ．専門家が全国に持つネットワークを活用し、取引先ターゲットを絞ったマッチング機会の創出を行

う。 

ⅲ．経営指導員等が新商品・サービスの投入時期・需要時期等に合わせ、下記（３）の販売促進活動

を行うにあたり、事業計画とも照らし合わせ、下記（２）の販路開拓技術の取得から実践までのタイムス

ケジュール表を作成し、計画的に進むよう支援を行う。 

 

（２）「販路開拓に必要なスキルアップセミナー」の開催、「展示会・イベント等」の告知 

①各種セミナーの開催 

ⅰ．商談会・イベント等における自社の商品・サービスを効果的な装飾法・陳列法、商談時におけるマ

ナー・プレゼンテクニックの習得を行い、万全の態勢で出展できるようセミナーを開催し、指導を受け

る。 

ⅲ．ＩＴを活用した販売促進支援セミナーの開催 

Facebook、Twitter、ブログ等ＳＮＳを活用した販促活動、全国商工会連合会が運営するオリジナル

ＨＰを無料で作成できるｓｈｉｆｔシステムを活用した販促活動を小規模事業者自ら情報発信できるよう作

成手順等を支援する情報推進化セミナーを年５回開催する。 

②展示会・商談会・イベント等の開催告知 

ⅰ．各種展示会・商談会・イベントの開催概要やＩＴを活用した販路開拓策を記載した案内を経営指

導員等が巡回訪問の際に配布し、当会支援の元、積極的に販路開拓活動を実施することを促す。 

ⅱ．数ある展示会・商談会・イベントの中から小規模事業者の顧客ターゲット、販売戦略に適した出展

場所を提案し、出展経費に関しても小規模持続化補助金、埼玉県商工会連合会の出展助成金、川

口産業振興公社の展示会等出展事業助成金などの活用を支援し、小規模事業者が出展しやすい環

境作りを行う。 

 

（３）「ＢtoＢ 展示会・商談会」 による販路開拓 

①「川口市産品フェア」における工業製品の展示・商談会       

川口市主催で当会後援による市内最大規模となるＢtoＢ（ＢtoＣも 

含む）の複合的展示会である川口市産品フェアに対し、地域商工 

業者の出展支援と当会工業部会による共同出展を支援する。 
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当イベントは全国からのバイヤーの他、市全体から大勢の地域消費 

者も来場するため、大きなＰＲ効果が期待できる。 

②「埼玉ビジネスアリーナ」への出展支援 （地域外新規顧客獲得） 

埼玉県主催による県内最大のＢtoＢにおけるビジネス商談会である「彩の国ビジネスアリーナ」に地域

商工業者の出展支援と当会工業部会による共同出展を行い、小規模事業者のマッチング機会を創出

する。 

 

（４）「ＢtoＣ イベント」による販路開拓 

①「鳩ヶ谷商工まつり」における模擬出展および工業製品の展示 

当会主催の地域に定着した毎年秋の恒例イベントとなっている。 

地域の方々が出演するステージイベントのほか飲食店コーナー、 

子供を対象としたゲームコーナーなどを開催しているが、小規模 

事業者の模擬出展ＰＲ、販売ブースを設置し、地域消費者への 

商品を直接的にＰＲする。 

②「商店街イベント」の開催支援  

地域の商店街が開催するイベントの企画運営において、地域住民のニーズや他地域で行っている商

店街人気イベントなどの情報や実践方法を提供し、地域住民顧客への商店街のイメージアップ、個店

の販売促進支援に繋げる。 

③「地域情報誌」の発行  

当会では、地域住民に知られていないが、隠れた名店である地域の小規模事業者や自慢の逸品・新

商品等を消費者に伝える地域情報誌を定期的に発行し、認知度向上と新規顧客獲得を支援する。 

④「埼玉県商工会まつり」への出展支援  

これまで地域外における消費者への直接的なＰＲと販売とともに大手流通業界のバイヤー等との情報

交換による商品改良や定番商品化が図れる展示販売会への出展を支援する。 

 

（５）「ＢtoＢ、ＢtoＣ 情報発信」による販路開拓 

①企業情報のデータ化によるマッチング支援 

経営指導員等が巡回訪問や各種支援の際、工業・建設業を中心に地域小規模事業者の保有する技

術・商品・設備・強い分野などを収集し、データベース化したものを当会のＨＰにて公開し、新規マッチ

ング機会を創出する。 

②中小企業基盤整備機構が運営する「J-GoodTech」の活用 

小規模事業者と大企業・海外企業の架け橋を援助するマッチングサイト「J-GoodTech」への登録申請

支援を行い、自社の強みを活かした大企業・海外企業との販路開拓に取り組む。 

③全国商工会連合会が運営する「１００万人ネットワーク」の活用 

ＨＰを持っていない小規模事業者が無料で簡単にＨＰが作れる shiｆｔシステムの運用を提案・作成・更

新作業において支援し、小規模事業者の販路を広げる。 

④「地域情報誌」の発行  

当会では、地域住民に知られていないが、隠れた名店である地域の小規模事業者や自慢の逸品・新

商品等を消費者に伝える地域情報誌を定期的に発行し、認知度向上と新規顧客獲得を支援する。 

⑤「マスメディア」への情報提供 

当会で地域小規模事業者が新たに開発した商品・サービス、季節等に合わせたおすすめの商品・サ

ービス、特異性のある商品・サービス等について、毎月１回情報をまとめ、新聞社・雑誌出版社・テレビ

局・ラジオ局に情報発信し、取材・問合せ等の担当窓口となることでマスメディアによる商品・サービス

紹介に繋げ、広域における認知度向上と新規顧客獲得を支援する。 
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（６）「販路開拓活動におけるＰＤＣＡ」による継続的支援 

小規模事業者の販路開拓活動の成果を高めるため、当会では下記の手順で販路開拓支援におけ

るＰＤＣＡを行い、伴走型支援を行う。 

①経済動向情報に対応した販売対象者の選定支援…Ｐ 

②需要動向情報に対応した商品構成・販売戦略の選定支援…Ｐ 

③商談成立に向けたプロモーション技術の取得、販促ツールの作成支援…Ｐ、Ｄ 

④展示会、商談、販売における各種支援・フォロー、実行確認…Ｄ、Ｃ 

ⅰ．①②に適した展示会・商談会・イベントの開催案内と出展要請 

ⅱ．出展時は経営指導員等も同行し、小規模事業者のプロモーション活動の実地調査および商談支

援を行うとともに終了後すみやかに商談実績・販売実績の結果を取りまとめる。 

⑤販路開拓成果状況を事業毎、定期毎に評価・検証・・・Ｃ 

商談会・イベント等における実績数値および同行した経営指導員等から見た商談相手の反応や小

規模事業者の感触等から販売方法・商品等に改善点がないかを検証。 

⑥状況分析・検証結果の報告、改善策の提案…Ｃ、Ａ 

検証した改善策を提案し、再度①～③を実施し、販売方法・商品等のブラッシュアップを行う。 

⑦販路開拓活動のデータ化 

各商談会・イベント等における各小規模事業者の数値的成果、プロモーション内容、次回への改善

策をデータ化し、最も有効的な販路開拓策を検証する。データは事業者の次回事業計画策定時の資

料とする他、同業種等の他事業者における当会の販路開拓支援策の資料として活用し、地域の小規

模事業者全体の販路拡大に繋げていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）小規模事業者および商工会職員のスキルアップ 

①小規模事業者のスキルアップ支援支援 

ⅰ．セミナーや商談会・イベント等への参加、経営指導員・専門家による支援指導を通じ、特に「情報

発信方法の習得」、「商品・サービスの魅せ方、コミュニケーション能力」、「自ら短期的に実施するＰＤ

ＣＡによる商品等のブラッシュアップ」の強化を行うことで、小規模事業者自ら行う積極的な販路開拓

活動が可能となる。 

 

②商工会職員のスキルアップ 

ⅰ．上記（１）～（６）において実施する「新たな需要の開拓に寄与する事業」において、経営指導員以

外の職員も「展示会・イベントの情報収集、開催告知」、「マスメディアへの案内資料の作成」を担当す

る。また、「セミナー、商談会・イベント」への参加、「販路開拓活動に専門家・経営指導員の支援手法」

をデータ化し、勉強会を通じて習得することで全職員のスキルアップを図る。 

①経済動向情報に対応した
販売対象者の選定

販路開拓における鳩ヶ谷商工会伴走型支援

Plan

①②
③

Action
⑥

Check
⑤

Do
③④

②需要動向情報に対応した
商品構成・販売戦略の策定

③商談成立に向けたプロモーション
技術の取得、販促ツールの作成支援

④展示会、商談会、販売における
各種支援、フォロー、実行確認

⑤販路開拓成果状況を
事業毎・定期毎に評価・検証

⑥状況分析・検証結果の報告、
販路開拓改善策の提案
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【 効果と目標 】 

自ら情報を発信することがなく、これまで受身型の販売・受注となり、規模が縮小していた地域の小

規模事業者が、販売ターゲットを絞った効果的な販促活動を行うことで、持続的な事業発展に必要な

新規顧客獲得および利益を伸ばすことが可能となる。 

また、販路開拓事業単独でのＰＤＣＡを行うことで、専門の営業職がいなく出展可能数に限りがある

小規模事業者が、より高い効果を出させることが期待できる。当会では、販路開拓に向けた「販売戦略

のプラン作成」→「プロモーション技術を取得した上で出展」→「商談件数・販売金額等成果指標の分

析」→「次回出展への改善案作成」といった伴走型支援を継続的に実施し、多くの地域小規模事業者

が積極的に販路開拓に取り組み、販売成果を出すことを目標とする。 

 また受注件数等の定量的目標は、下記の通りとする。 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32年度 

専門家活用マッチング件数 未実施 1 1 1 2 2 

ＢtoＢ展示会等出展者数 3 5 5 6 6 7 

ＢtoＣイベント等出展者数 10 11 12 13 14 15 

ＢtoＢ・Ｃ情報発信支援数 37 45 50 50 50 50 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
【 テーマ 】 

「日光御成道鳩ヶ谷宿３００年を越える歴史が息づく伝統文化と地域商工業が創造した新文化を融

合させた街づくり」をテーマとして、下記の地域活性化事業を行う。 

当地域は、住環境の良さから人口増加が進む地域である。一方、古くから住んでいる住民は地域に

誇りを持ち、郷土を愛している方が多い。そのコミュニティ力の強さを活かし、地域と連携して地域特性

を活かした事業に取り組み、地域の活性化を図る。 

また、当地域は東京都内に勤務する住民の割合が高いことから昼間人口の増加策として、地域外

からの交流人口を拡大し、商店街等への来街者増加を目指す。 

事業の実施にあたっては、当会役員、若手経営者、女性経営者、地域住民、学識経験者を交えた

地域振興委員会を当会内に組織し、事業別に各運営委員会を開催し、実施計画を協議する。また、

共催事業に関しては各事業の実行委員会等に地域振興委員内から委員を選出推薦し、情報の共有

化および地域一体となった活性化事業を推進していく。 
 

【 実施事業・連携先・目標 】 

（１）歴史ある文化「日光御成道を活用した街づくり」 

鳩ヶ谷地域は、徳川家康が祀られた日光東照宮に歴代の徳川将軍が参詣に向かう専用道として江

戸時代に発展した「日光御成道」の鳩ヶ谷宿で栄えた場所である。2012年からは時代絵巻を現代によ

みがえらせた「日光御成道まつり」も開催され、地域住民だけでなくマスコミ報道を通じて県内外からも

注目されている。今後も川口市・川口市観光物産協会・川口商工会議所・地域商店街・ＮＰＯ・自治会

等と連携し、貴重な歴史的財産である「日光御成道」を活用し、来街者を増やし、商店街を活性化さ

せるイベントを開催する。また、新たな商品開発にも繋げ、小規模事業者の積極的な事業参加を促

し、地域経済を活性化させる。 

 

①日光御成道ブランドを活用した地域活性化事業 

ⅰ．日光御成道まつり、朝顔・ほおずき市、おかめ市、ふれあいマーケットといった日光御成道で開催
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するイベントを年 6 回実施し、地域内外からの来街者の増加を図る。 

ⅱ．日光御成道を活用した特産品の開発を推奨し、マーケティング調査・販路開拓支援、事業計画策

定についても継続的に支援を行う。本事業計画期間終了までに新たに 10 件の新商品開発を支援す

る。 

ⅲ．日光御成道鳩ヶ谷宿であった当地域商店街店舗等をＰＲしたＨＰを作成し随時更新を行う。上記

イベントを含め観光来街者 20%増を図る。 

  

（２）新しい文化「ソース焼きうどんを活用した街おこし」 

鳩ヶ谷地域に戦前からあるソース会社と連携協力し、開発した専用ソースで作る「鳩ヶ谷ソース焼き

うどん」事業を鳩ヶ谷商工会青年部が中心となり 2009 年より行っている。現在では当会内に「鳩ヶ谷ソ

ース焼きうどん研究会」を設置し、商工会・飲食店・小売店・地域住民が一体となって活動を行ってい

る。また他県グルメと「日本５大焼きうどん宣言」を締結し、様々なメディアにも取り上げられている街お

こし事業である。 

今後も川口市、川口市観光物産協会、商店街、ＮＰＯ、地域学生、他グルメ団体等と連携し、地域

資源を活用し、新たに生み出した文化を活用した地域経済の活性化を推進していく。 

 

①鳩ヶ谷焼きうどんソースを活用した地域活性化事業 

ⅰ．青年部を中心に地域内外のイベント等に年 10回出展し、知名度を向上させるとともに当地域の商

店街にある焼きうどん提供飲食店舗への来店に繋げ、売上の増加を図る。 

ⅱ．鳩ヶ谷焼きうどんソースを使用した特産品の開発を推奨し、各地で開催されている展示販売会等

への出展を継続的に支援する。本事業終了までに新たに 5 件の新商品開発を支援する。 

ⅲ．現在約 20 店舗ある焼きうどん提供店を紹介したマップやＨＰを作成し、全国各地のＢ級グルメ愛

好家へのＰＲの他、マスコミ等への積極的なＰＲを実施する。 

 

新しく生み出した文化である鳩ヶ谷ソース焼きうどんを活用し、来街者を増やし、商店街を活性化さ

せるとともにソースを使用した和菓子等の新たな商品開発にも広く繋げ、グルメによる地域経済の活性

化を目指す。 

 

（３）地域資源を巡るツーリズム観光の開発 

 上記（１）（２）の他、当地域には開運の伝説を持つダブの木が存在する「地蔵院」等といった由緒ある

寺社が多数ある。その他、多数ある和菓子店を始めとした魅力ある商店街、近隣には日本一の植木の

町である安行地区、地場野菜を通じた食育を行っている神根地区、最先端の映像の技術を持つスキ

ップシティなど幅広い年齢の方にお楽しみいただける地域資源が多数存在している。 

 この多数存在する地域資源の魅力を再認識し、これまで点であった各々の活動を線で結び、連携を

図りながら体験型・交流型のツーリズム観光商品の開発を目指す。 

ⅰ．各団体等と連携し、地域における魅力ある観光資源を改めて掘り起こし、文化・産業・自然・グルメ

といった様々なニーズに対しコースを構成する。 

ⅱ．推奨コースを掲載したマップを作成し、観光客の増加を図るとともにコース上における商店街等の

店舗や特産品購入に繋げていく。 

ⅲ．各沿線を走る埼玉高速鉄道とは、事業計画時から連携を図り、県内外からの誘致を行う。また、旅

行会社、マスコミ等へのイベント告知等を行い、団体を含めた来待者の増加を図っていく。 

 

 これまで受身の姿勢で積極的な情報発信を行ってこなかった当地域において地域資源を見直し、

様々な資源を新たに組み合わせることで地域の魅力を向上させ、関東在住の方や外国人の方を対象

とした日帰り観光コースを生み出す。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
 

 これまでも関係する支援機関とは情報交換会や研修会を開催してきたが、各支援機関の実施

事業・予定事業の報告や既存の経営改善普及事業の推進を図ることが主な議題であった。今後

は経営発達支援計画の推進を図るため、各支援機関が持つ支援ノウハウを互いに学び、情報共

有の元、連携して小規模事業者の継続的発展に寄与することを目的に開催し、支援力の強化を

図る。 

 

（１）小規模事業者経営基盤強化事業連絡会議 

埼玉県南部地域振興センター管轄の商工会・商工会議所が集まる「小規模事業者経営基盤強化

事業連絡会議」に出席し、小規模事業者支援事業の現状、経営革新計画承認等に関する支援策、

各種補助金情報、支援ノウハウ、支援事例について情報交換を行う。（年 4 回開催） 

 

（２）川口市創業支援会議    

川口市内の支援機関が集まる「川口市創業支援会議」に出席し、地域創業支援事業の現況、セミ

ナーの開催、創業に関する支援ノウハウ、支援事例などについて情報交換を行う。（年 3 回開催） 

 

（３）日本政策金融公庫浦和支店マル経推薦団体連絡協議会 

  日本政策金融公庫浦和支店管轄の商工会・商工会議所が集まる「協力会会議」に出席し、地域の

経済動向、金融支援等の状況について情報交換を行う。また、日本政策金融公庫の「小規模事業者

経営発達支援融資制度」の積極的活用法について情報交換を行う。（年 2 回開催） 

 

（４）埼玉県商工会連合会 事務局長会議・経営指導員協議会 

 埼玉県内の商工会職員が集まる「事務局長会議」、「経営指導員協議会」に出席し、各地域の経済

動向、各商工会が行う支援ノウハウ、支援状況、成功事例等について情報交換、研修会を行う。（年

10 回開催） 

 

（５）その他支援機関との連絡会議 

地域金融機関、関東信越税理士会川口支部、川口税務署管内青色申告会との研修会において、

地域の経済動向、各支援機関・団体が行う支援策、支援状況、支援ノウハウ等について情報交換を

行う。（年 5 回開催） 

  

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

 小規模事業者に対し継続的に伴走型支援を続けるためには、市場の動向や経営環境変化等により

生ずる新たな課題の解決策への支援能力について、当会職員が絶えまなく支援能力の向上を図る必

要がある。 

 経営指導員等が専門家や各支援機関と連携し、現場で経験を積み、支援能力を身につけると同時

に研修等に積極的に参加し、支援ノウハウを学び個人の支援能力を向上させていく。 

 また、支援能力を身につけた経営指導員等が一般職員も含め、組織内で指導・育成・情報共有する

ことで組織全体の支援力の向上に繋がり、小規模事業者の持続的発展に役立てることが可能となる。 
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（１）組織外での研修、情報共有、OJT 

①経営指導員等ＷＥＢ研修 

全国商工会連合会が主催する「経営指導員等ＷＥＢ研修」を受講することにより、経営指導員等

が、小規模事業者の高度化・多様化するニーズや課題に対応し、経営分析・事業計画策定・策定後

支援と一貫した提案型支援能力の向上を図る。また、年に一度の効果測定に参加することで職員の

理解度の確認とフォローアップが可能となる。 

 

②商工会職員研修 

埼玉県商工会連合会が主催する「職員研修会」を全職員が受講することにより、経営指導員等は

「専門コース」において専門性の高い経営支援能力の向上を図り、他の職員は「基礎コース」において

基本的な経営支援能力の向上を図る。全職員が経営支援能力を身につけることで組織全体での小

規模事業者の持続的発展への取り組み及び支援件数向上が可能となる。 

 

③中小機構研修 

中小企業基盤整備機構が主催する「中小企業支援担当者等研修」を積極的に受講し、経営指導

員が小規模事業者支援に関する専門的知識と支援スキルを向上させる。また、他地域の支援機関者

と支援策や支援状況に関する情報交換を行うことで意識の向上と新たな支援策の取り組みを図る。 

 

④日本政策金融公庫浦和支店協力会研修 

日本政策金融公庫浦和支店が主催する管内９地区の商工会、商工会議所で構成された金融支援

を目的とした協力会における「金融研修会」を受講することにより、小規模事業者経営発達支援融資

制度を始めた小規模事業者への金融知識の向上を図る。また、近隣地域の経済動向や需要動向、

連携活用している支援機関、事業計画における成功事例・失敗事例の検証に関する情報交換を行う

ことで小規模事業者の持続的発展に有効な支援ノウハウの向上を図る。 

 

⑤専門家によるＯＪＴ 

小規模事業者の新商品開発支援、販路開拓、事業再生、事業承継といった特に専門的知識が必

要となる支援に関しては、専門家派遣の支援同行を通じ、分析能力や実施策を吸収する。事業計画

策定後のフォローアップも含め、指導を仰ぎ支援件数を積み重ねることで実務経験と知識の向上を図

り、当会指導員等のみで支援を行える支援分野を増加させる。 

 

（２）組織内での研修、情報共有、ＯＪＴ 

①上記研修等で各職員が学んだ経営分析手法、最新の施策情報、計画策定手法等については、報

告書をまとめ、項目ごとにまとめた電子データファイル化を行い、随時情報を共有し、各職員のスキル

アップを図り、全職員が小規模事業者への伴走型支援に携わる内部体制を作り上げる。 

②当会の事業目標に『人材の育成 － 「小規模事業者・経営発達支援機関者（当会）が共に成長」』

と掲げ、各事業計画において「商工会職員のスキルアップ」について記載してきたが、各事業におい

て全職員が実施業務を持ち、当会全体で取り組むことで小規模事業者への支援能力向上および職

員全体の資質向上を図る。そのため、組織内では全職員対象とした経営発達支援に関する勉強会を

月 1 回開催し、上記研修会や実務経験で蓄積された支援策情報を共有する。また、経営指導員につ

いては経営支援会議を月 2回開催し、実行中の支援について課題と支援策を共有し、小規模事業者

の持続的発展に繋がる伴走型支援を実現する。 
経営発達支援にかかわる「支援内容および職員の役割」一覧 

支援内容 
事務局長の 

主な実施業務 

経営指導員の 

主な実施業務 

一般職員の 

主な実施業務 

１．地域の経済動向調査に関すること 総括、内部体

制作り 

情報の分析、活用 情報収集・整理、情

報公開、データ整理 
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２．経営状況の分析に関すること 総括、内部体

制作り 

啓蒙活動、ＳＷＯＴ分

析、経営分析シート作

成、事業計画書提案、

経営支援会議 

啓蒙活動、財務分

析入力、データ整理 

３．事業計画策定支援に関すること 総括、支援連

携先強化、内

部体制作り 

啓蒙活動、専門家派

遣、事業計画策定、経

営支援会議 

啓蒙活動、経営計

画つくるくん入力法

指導、データ整理 

４．事業計画策定後の実施支援に関

すること 

総括、支援連

携先強化、内

部体制作り 

実行支援、進捗カル

テ作成、改善策提案、

事業計画改善、各種

フォローアップ事業 

各種フォローアップ

事業、データ整理 

５．需要動向調査に関すること 総括、内部体

制作り 

情報の分析、活用 情報収集・整理、情

報公開、データ整理 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業

に関すること 

総括、支援連

携先強化、内

部体制作り 

啓蒙活動、専門家派

遣、販促ツール支援、

出展プラン作成、出展

同行支援、実地検証、

改善策提案・ブラッシ

ュアップ 

啓蒙活動、商談会・

イベント等情報収集

集・整理、出展同行

支援、実地検証、ネ

ット・メディア対策支

援、データ整理 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 
各年度に本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行

う。 

 

（１）年度末に本計画において数値化した目標に対してまず職員自身で自己評価し、目標未達成には 

原因を分析し見直し案を計画する。 

 

（２）その後商工会役員三役会及び４部会長会議において、事業の実施状況、成果の評価をし、また、 

先に職員が作成した見直し案について、妥当かどうかの評価及び指示を行う。 

 

（３）埼玉県商工会連合会と相談しながら中小企業診断士等外部の有識者による評価を行う。 

 

（４）上記の結果を踏まえた事業の成果・評価・見直し案について、理事会へ報告し、承認を受ける。 

 

（５）その承認された事業の成果・評価・見直し案の結果ついては、鳩ヶ谷商工会総代会資料に掲載

し、また、鳩ヶ谷商工会のホームページ（http://www.hatogaya.or.jp）で計画期間中毎年公表する。 

 

 


